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令和７年１１月通常会議 教育厚生常任委員会
報告事項説明資料

令和７年１２月１１日
健康福祉部福祉政策課
重層的支援推進室

重層的支援体制整備の取り組みについて
重層的支援体制整備事業の取組状況及び今後の方向性について
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生活上の課題は複雑化・複合化

をｐ令和２年６月に社会福祉法が改正
第１０６条の四に「重層的支援体制整備事業」位置付け

3

0 1  事 業 の 背 景

～重層的支援体制整備事業～

3

〇社会的孤立（近所との交流を絶ち、生活実態が分からない）
〇8050問題（高齢者の親がひきこもりの50代の子の生活を支える）
〇ダブルケア（１人が介護と育児を同時に行う）
〇多頭飼育崩壊、〇ごみ屋敷 など

包括的な支援体制の仕組みづくりが必要！

「高齢」「障害」「子ども」「生活困窮」など
既存の制度の枠組みでの対応が困難
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大津市の取り組み

令和４年３月
第４次大津市地域福祉計画
重層的支援体制整備事業の実施を明記

令和４年度 重層的支援体制整備事業の仕組みづくりの検討

令和５年度
福祉政策課内に「重層的支援推進室」を新設
重層的支援体制整備事業実施のための移行準備事業開始

令和５年度から令和７年度までの３年間を「移行準備期間」

0 1  事 業 の 背 景

～重層的支援体制整備事業～
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重層的支援体制整備事業における必須事業

事 業 名

Ａ 包括的相談支援事業

Ｂ 多機関協働事業（Ｃ 重層的支援会議）

Ｄ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

Ｅ 参加支援事業

Ｆ 地域づくり事業

0 2  事 業 の 概 要

～重層的支援体制整備事業～
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Ａ 包括的相談支援事業

既存の専門相談窓口を活用し、相談者の属
性、世代、相談内容に関わらず、包括的に
相談を受け止める

0 2 事業 の 概要

大津市における重層的支援体制整備事業（イメージ図）

相談・情報提供 Ｄ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

長期にひきこもりの状態にあるなど、自ら支援に
つながることが難しい方に対して支援を行うため、
訪問等により、信頼関係の構築に向けた丁寧な働
きかけや、つながりづくりを行う

Ｂ 多機関協働事業

複雑化・複合化した事例

Ｅ 参加支援事業

本人やその世帯が抱える課題などを丁寧に把握し、社会資源や支援メニューとのマッチ
ングを行う。
また、既存の社会資源の拡充や、マッチングした後の定着支援やフォローアップを行う。
・専門的な知識に基づいた困難ケースの、本人や世帯の状態に合った個別・具体的な
支援プラン、支援メニューの作成及び評価

・分野を超えて地域資源を把握し、他分野の利用者を受け入れてもらうように調整
・受入れ先での定着支援、本人と受入れ先との環境調整

課題が複雑化・複合化した事例等に
関して、関係者や関係機関の役割を
整理し、アセスメント、プラン作成、
重層的支援会議の開催などにより、
支援全体の方向性を示す。

Ｃ 重層的支援会議

・プランの適切性の協議
・プランの共有
・プラン終結時等の評価
・社会資源の充足状況の把握と
開発に向けた検討

Ｆ 地域づくり事業

※ 本格実施時には、Ａ ～ Ｆ 全ての事業の実施が必要

既存の地域づくり関係の事業の取組を生かしつつ
・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備
・「人と人」「人と居場所」をつなぐ取組
・多分野がつながるプラットフォームの形成 を行う。

地域づくり支援機能
・地域課題の共有
・ﾉｳﾊｳ、資源の共有
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機能

生活困窮者
支援のための
地域づくり事業

地域活動
支援センター

地域子育て支援
拠点事業

一般介護予防
生活支援体制整備

新たな社会資源の発掘、支援の出口づくりの推進

依頼

依頼
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取組概要 開始

「包括的相談窓口」既存の相談窓口を位置づけ

相談者の属性、世代、相談内容に関わらず
包括的に相談を受け止める体制

令和5年8月

0 3  本 市 の 取 組

Ａ  包括的相談支援事業

相談・情報提供 Ａ 包括的相談支援事業
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取組概要 開始

直営：重層的支援推進室

各相談窓口で受けた相談のうち、
課題が複雑化・複合化した事例等について、
支援関係機関を調整

令和5年8月

0 3  本 市 の 取 組

Ｂ 多機関協働事業

包括的相談窓口

複雑化・複合化した事例

Ｂ 多機関協働事業
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取組概要

直営：重層的支援推進室

複雑化、複合化した課題を抱える世帯のうち、
支援への同意のあった世帯について、
会議により情報共有や関係機関の支援の役割決定等を調整

令和5年8月

0 3  本 市 の 取 組

Ｃ 重層的支援会議

Ｃ 重層的支援会議重層的支援推進室

令和５年度 令和６年度 令和７年度
（９月末現在）

合計

相談受付数 - 114 80 194

重層的支援件数 6 12 11 29

重層的支援会議回数 15 50 46 111

助言、他制度会議参加等 0 16 21 37
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取組概要 開始

委託：大津市社会福祉協議会

既存の制度の枠組みでのアウトリーチで
手が届きづらい対象者や課題に対応するために実施

令和6年10月

0 3  本 市 の 取 組

Ｄ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

依頼

Ｄ アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

地域で活動する専門職等を、予め「事業協力者」として確保
支援対象世帯のニーズに合わせて適した事業協力者が支援

重層的支援
推進室
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取組概要 開始

委託：大津市社会福祉協議会

アウトリーチにより関係構築した後に、ニーズを把握し、
適切な社会資源等につなぐためのマッチング支援を実施

令和6年10月

0 3  本 市 の 取 組

Ｅ 参加支援事業

依頼
Ｅ 参加支援事業

重層的支援
推進室
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0 3  本 市 の 取 組

Ｄ  アウトリーチ、Ｅ 参加支援

令和６年度 令和７年度
（９月末現在）

合計

受付数 2 7 9

支援回数 7 33 40

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

区分 資格等 人数

医療職Ⅰ 医師 3

歯科医師 1

医療職Ⅱ 看護師 5

保健師 1

司法職 司法書士 2

区分 資格等 人数

福祉職 社会福祉士 5

精神保健福祉士 3

その他 福祉従事経験 2

合計 22

事業協力者
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見
当
識

障
害

0 3  本 市 の 取 組

～その他の取組～

福祉・保健等の業務を知り、つなぐための職員研修会

目 的 窓口で相談を受ける職員が、適切な所属につなぐことができるよう強化

参加者

異動・新規採用による新任職員
①市職員
②関係機関職員
・大津市社会福祉協議会職員
・あんしん長寿相談所（委託）職員（令和６年度から）
・民間の相談支援事業所職員（令和７年度から）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

実施回数 2 2 3

参加者数（延べ） 96 98 200
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見
当
識

障
害

0 3  本 市 の 取 組

～その他の取組～

重層的支援体制検討チーム会議

目 的
部局を横断した協力・連携体制の強化
全庁一体的に重層的支援体制整備事業に取り組む体制の構築

参加者
庁内外の２９所属
大津市社会福祉協議会

令和５年度 令和６年度
令和７年度
（予定）

実施回数 1 2 2
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見
当
識

障
害

0 3  本 市 の 取 組

～その他の取組～

重層的支援体制検討チーム会議 構成所属

所属名

1 人権・男女共同参画課

2 いじめ対策推進室

3 収納課

4 自治協働課

5 福祉政策課

6 長寿福祉課

7 地域包括支援センター

8 障害福祉課

9 生活福祉課

10 保健総務課

所属名

11 地域保健推進室

12 すこやか相談所

13 地域医療政策課

14 動物愛護センター

15 保健予防課

16 こども・若者政策課

17 子育てひろばゆめっこ

18 子育て支援給付課

19 こどもの育ち支援課

20 こども発達相談センター

所属名

21 こども・子育て安心課

22 母子保健課

23 商工労働政策課

24 住宅政策課

25 児童生徒支援課

26 教育支援センター

27 生涯学習課

28 少年センター

29 消防局予防課
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見
当
識

障
害

0 3  本 市 の 取 組

～その他の取組～

各関係機関への周知・啓発

目 的
幅広い分野の関係機関に対し取組状況を周知
委託により運営しているあんしん長寿相談所、民間の相談支援事
業所、支援対象者のつなぎ先となり得る事業所等

令和５年度 令和６年度 令和７年度
（９月末現在）

実施回数 13 13 3

参加者数（延べ） 380 360 80
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03 本市の取組
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重層的支援体制整備事業における必須事業

事業名 実施状況

Ａ 包括的相談支援事業 令和５年８月から開始

Ｂ 多機関協働事業（Ｃ 重層的支援会議） 令和５年８月から開始

Ｄ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 令和６年１０月から開始

Ｅ 参加支援事業 令和６年１０月から開始

Ｆ 地域づくり事業 令和８年度から開始
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取組内容

１
多機関協働事業
重層的支援終結となった個別事例を振り返るための会議体の設置

２
多機関協働事業
支援会議の設置に向けた準備
※本格実施後に、対象者の同意がなくても、参加者に守秘義務を課すことで開催可能

３
参加支援事業
重層的支援の対象者に対する就労訓練事業の実施

４
地域づくり事業
本格実施に向けて、既存事業活用の仕組みを検討

５ 重層的支援体制整備事業実施計画の策定準備

６ 既に試行的に取り組んでいる事業の評価・検証

0 4  今 後 の 方 向 性 と ス ケ ジ ュ ー ル

～令和７年度の取組～
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0 4  今 後 の 方 向 性 と ス ケ ジ ュ ー ル

～スケジュール～

R5 R6 R7 R8 R9

重層的支援体制
整備事業

必須事業

重層的支援体制
整備事業
実施計画

移行準備事業

本格実施

包括的相談支援事業

多機関協働事業（重層的支援会議）

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

参加支援事業

地域づくり事業

重層的支援体制整備事業実施計画は、第５次大津市地域福祉計画に包含する形で策定

協議・検討

社福審

パブコメ 策定

策定準備
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